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借金問題解決します
依頼すると支払いはすぐに止まります

白川携帯　090－6793－9487
　E-mail　nebuta@live.jp

〒231-0031
神奈川県横浜市中区

万代町3－5－10
シャロン横浜大通公園202号
森田文行法律事務所

電話 045－663－5511
FAX 045－681－4366
弁護士　森 田 文 行
（横浜弁護士会所属）

借金の整理は実績・経験豊富な当事務所
へ（農地や家屋の担保借入も解決します）
※ 当事務所では旧金木町出身の 白川 が

相談窓口となっていますので、津軽弁
でお気軽にお電話下さい（土・日・祝
日可)。

事務所案内

相談料無料。長い取引や完済
している場合は、払い過ぎを
取り返します。

㈲金木浄化槽センター 電話 53-3051
http://k-joukasou.com/

・浄化槽保守点検

・高圧配管洗浄

・排水つまり

・水漏れ・トイレ水洗化工事

・浄化槽設置工事

五所川原市浄化槽設置補助金対象工事受付中

水まわり・浄化槽の事はお任せ下さい !!

平日 8:00 ～ 17:00 

五所川原市金木町芦野 84 番地 706
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９
月
１
日
㈪
か
ら
登
記
相
談
の
予
約

制
を
導
入
し
ま
す
。
電
話
、
窓
口
で
相

談
の
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

予
約
受
付
は
８
月
25
日
㈪
か
ら
開
始

し
ま
す
。

問　

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局

　

℡
（
34
）
２
３
３
０

▽
航
空
学
生
（
海
、
空
）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、
高
卒
者

（
見
込
み
含
む
）
で
18
歳
以
上
21
歳

未
満
の
方

　

１
次
試
験　

９
月
23
日
（
火
・
祝
）

　
（
３
次
試
験
ま
で
あ
り
ま
す
）

▽
一
般
曹
候
補
生
（
陸
、
海
、
空
）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
、
18
歳
以

上
27
歳
未
満
の
方

　

１
次
試
験　

９
月
20
日
㈯

　
（
２
次
試
験
ま
で
あ
り
ま
す
）

▽
自
衛
官
候
補
生
（
陸
、
海
、
空
）

　

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳
以

上
27
歳
未
満
の
方

試
験
日

　

・
男
子　

９
月
26
日
㈮
、
27
日
㈯

　

・
女
子　

９
月
29
日
㈪

受
付
期
間

　

８
月
１
日
㈮
～
９
月
９
日
㈫
必
着

＊
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

青
森
地
方
協
力
本
部
五
所
川
原
地

域
事
務
所　

℡
（
35
）
２
３
０
５

　

祭
り
ち
ょ
う
ち
ん
の
下
で
、
踊
っ
て
、

歌
っ
て
、
食
べ
て
、
飲
ん
で
、
夏
の
楽

し
い
ひ
と
時
を
入
居
し
て
い
る
方
々
と

一
緒
に
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

　

食
べ
物
、
飲
み
物
も
多
数
用
意
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
賞
品
が
当
た
る
抽
選

会
も
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
お

越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
21
日
㈭

　
　
　

16
時
～
18
時
30
分

場
所　

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

問　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
く
る
み
園

　

℡
（
34
）
２
７
２
１ 

　

個
人
事
業
税
は
、
一
定
の
事
業
を
行

う
個
人
の
方
に
、
原
則
と
し
て
前
年
中

の
事
業
所
得
を
も
と
に
課
税
さ
れ
る
県

の
税
金
で
す
。

　

県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知

書
に
よ
り
、
８
月
と
11
月
の
二
期
に
分

け
て
納
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
第
一
期
分
の
納
期
限
は
９

月
１
日
㈪
で
す
。
納
期
限
ま
で
に
、
お

近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金

融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
期
限
を
経
過
し
た
納
税
通

知
書
は
コ
ン
ビ
ニ
で
取
り
扱
い
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
金
額
が
30
万
円
を
超
え
る
場

合
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
コ
ン
ビ
ニ
で
取

り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ン
ビ
ニ
納
付

を
希
望
す
る
方
に
は
、
金
額
を
分
割
し

た
納
付
書
を
発
行
し
ま
す
。

問　

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
課
税
課

　

℡
（
34
）
２
１
１
１　

内
線
２
０
８

▽
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
父
母
の
離
婚
、

父
ま
た
は
母
の
死
亡
等
に
よ
り
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
場

合
や
、
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が

あ
る
場
合
に
支
給
し
、
子
ど
も
が
育
成

さ
れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の

促
進
に
寄
与
し
、
児
童
福
祉
の
増
進
を

図
る
た
め
の
制
度
で
す
（
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
）。

　

受
給
資
格
者
の
方
へ
「
児
童
扶
養
手

当
現
況
届
」
の
用
紙
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

こ
の
届
出
は
所
得
額
・
受
給
資
格
等

を
確
認
す
る
た
め
毎
年
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
提
出
の
な
い
場
合
、
８

月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

提
出
期
間

　

８
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

＊
新
規
申
請
は
随
時
受
付
し
ま
す
。

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
精
神
ま

た
は
身
体
に
障
害
を
有
す
る
20
歳
未
満

の
児
童
の
福
祉
増
進
を
図
る
制
度
で
す
。

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
精
神
ま

た
は
身
体
に
中
度
以
上
の
障
害
を
有
す

る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
で
、
県
が
認
定
し
た
方

に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
）。

　

受
給
資
格
者
の
方
へ
「
特
別
児
童
扶

養
手
当
所
得
状
況
届
」
の
用
紙
を
８
月

８
日
㈮
ま
で
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
届
出
は
所
得
額
・
受
給
資
格
等

を
確
認
す
る
た
め
毎
年
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
提
出
の
な
い
場
合
、
８

月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

提
出
期
間

　

８
月
11
日
㈪
～
９
月
10
日
㈬

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

＊
新
規
申
請
は
随
時
受
付
し
ま
す
。

提
出
先

　

家
庭
福
祉
課　

内
線
２
４
３
６

　

金
木
総
合
支
所
総
合
窓
口
係

　

内
線
３
１
１
３

　

市
浦
総
合
支
所
総
合
窓
口
係

　

内
線
４
０
３
２

周 知募 集

開催案内周 知

周 知

登
記
相
談
予
約
制
に

つ
い
て

平
成
26
年
度
自
衛
官
募
集

く
る
み
園　

踊
っ
て
交
流
会

個
人
事
業
税
の
納
付
に

つ
い
て

家
庭
福
祉
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

8五所川原市役所　☎35－2111


